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中国地⽅建設業社会保険加⼊推進・処遇改善協議会規約（改正案）

（名称）
第１条 本協議会は、中国地⽅建設業社会保険加⼊推進・処遇改善協議会（以下「中国地⽅協
議会」という。）という。

（⽬的）
第２条 中国地⽅協議会は、国⼟交通本省において設置された｢建設業社会保険推進・処遇改善
連絡協議会｣（以下｢全国協議会｣という。）における取組⽅針等を踏まえて、中国地⽅の⾏政、
建設企業その他建設業に関わる者が⼀体となって、同地⽅の建設業者の実情に応じた社会保険加
⼊対策及び処遇改善の取組を推進することを⽬的とする。

（活動内容）
第３条 中国地⽅協議会は、前条の⽬的を達成するため、次の活動を⾏う。
⼀ 社会保険加⼊対策及び処遇改善の取組を進める上での課題に関する意⾒の交換
⼆ 社会保険加⼊対策及び処遇改善に関する取組⽅針についての協議・確認
三 社会保険加⼊の徹底及び処遇改善の推進に向けた周知及び啓発
四 関係者の取組状況の情報共有及び意⾒の交換
五 その他協議会の⽬的を達成するために必要な活動

（構成員）
第４条 中国地⽅協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
⼀ 建設業者団体
⼆ 建設業に関係する団体（第⼀号に掲げるものを除く）
三 厚⽣労働省 中国四国厚⽣局
四 厚⽣労働省 ⿃取労働局、島根労働局、岡⼭労働局、広島労働局及び⼭⼝労働局
五 国⼟交通省 中国地⽅整備局
六 ⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県及び⼭⼝県
七 ⽇本年⾦機構 中国地域部
⼋ その他中国地⽅協議会が必要と認める者

２ 新たに構成員となろうとする者は、次条に規定する会⻑の承認を得て構成員となる。

（会⻑）
第５条 中国地⽅協議会に会⻑及び副会⻑若⼲名を置く。
２ 会⻑は、中国地⽅整備局建政部⻑をもってあてる。
３ 会⻑は、中国地⽅協議会を代表し、運営を統括する。
４ 会⻑は、副会⻑を指名し、副会⻑のうち１名を会⻑代⾏に指名することができる。

（副会⻑）
第６条 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるときは、その職務を代⾏する。
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２ 副会⻑の任期は３年とする。ただし、再任は妨げない。

（中国地⽅協議会の招集）
第７条 中国地⽅協議会の招集は、会⻑が⾏う。
２ 中国地⽅協議会は、年１回以上開催する。

（ワーキンググループ）
第８条 中国地⽅協議会の円滑な運営に資するため、中国地⽅協議会にワーキンググループを置くこ
とができる。

２ ワーキンググループは、第４条第１項に掲げる構成員のうち、会⻑が指定した者により組織する。
３ ワーキンググループは、必要があると認めるときは、前項に掲げた者以外の者の出席を求めることが
できる。

４ ワーキンググループの組織並びに必要な事項は、ワーキンググループにおいて定める。

(事務局)
第９条 中国地⽅協議会の事務は、中国地⽅整備局建政部計画・建設産業課が⾏う。

（雑則）
第１０条 本規約に定めるもののほか、中国地⽅協議会の運営に必要な事項は、事務局が中国地
⽅協議会に諮って定める。

２ 中国地⽅協議会開催に係る諸謝⾦等の⽀払いについては、⾏わない。

附 則
この規約は、平成２４年８⽉３０⽇より施⾏する。
この規約は、平成３０年２⽉２６⽇より施⾏する。
この規約は、平成 年 ⽉ ⽇より施⾏する。
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※傍線の部分は改正部分

改正後（案） 改正前（現⾏）

中国地⽅建設業社会保険加⼊推進・処遇改善協議会規約 中国地⽅建設業社会保険加⼊推進協議会規約

（名称） （名称）
第１条 本協議会は、中国地⽅建設業社会保険加⼊推進・処遇改善協議会 第１条 本協議会は、中国地⽅建設業社会保険加⼊推進協議会（以下「中
（以下「中国地⽅協議会」という。）という。 国地⽅協議会」という。）という。

（⽬的） （⽬的）
第２条 中国地⽅協議会は、国⼟交通本省において設置された｢建設業社会保 第２条 中国地⽅協議会は、国⼟交通本省において設置された｢建設業社会保
険推進・処遇改善連絡協議会｣（以下｢全国協議会｣という。）における取組⽅ 険推進連絡協議会｣（以下｢全国協議会｣という。）における取組⽅針等を踏ま
針等を踏まえて、中国地⽅の⾏政、建設企業その他建設業に関わる者が⼀体と えて、中国地⽅の⾏政、建設企業その他建設業に関わる者が⼀体となって、同
なって、同地⽅の建設業者の実情に応じた社会保険加⼊対策及び処遇改善の 地⽅の建設業者の実情に応じた社会保険加⼊対策を推進することを⽬的とす
取組を推進することを⽬的とする。 る。

（活動内容） （活動内容）
第３条 中国地⽅協議会は、前条の⽬的を達成するため、次の活動を⾏う。 第３条 中国地⽅協議会は、前条の⽬的を達成するため、次の活動を⾏う。
⼀ 社会保険加⼊対策及び処遇改善の取組を進める上での課題に関する意 ⼀ 社会保険加⼊対策を進める上での課題に関する意⾒の交換
⾒の交換

⼆ 社会保険加⼊対策及び処遇改善に関する取組⽅針についての協議・確認 ⼆ 社会保険加⼊対策に関する取組⽅針についての協議・確認
三 社会保険加⼊の徹底及び処遇改善の推進に向けた周知及び啓発 三 社会保険加⼊の徹底に向けた周知及び啓発
四 関係者の取組状況の情報共有及び意⾒の交換 四 関係者の取組状況の情報共有及び意⾒の交換
五 その他協議会の⽬的を達成するために必要な活動 五 その他協議会の⽬的を達成するために必要な活動

（構成員） （構成員）
第４条 中国地⽅協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。 第４条 中国地⽅協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
⼀ 建設業者団体 ⼀ 建設業者団体
⼆ 建設業に関係する団体（第⼀号に掲げるものを除く） ⼆ 建設業に関係する団体（第⼀号に掲げるものを除く）
三 厚⽣労働省 中国四国厚⽣局 三 厚⽣労働省 中国四国厚⽣局
四 厚⽣労働省 ⿃取労働局、島根労働局、岡⼭労働局、広島労働局及び 四 厚⽣労働省 ⿃取労働局、島根労働局、岡⼭労働局、広島労働局及び
⼭⼝労働局 ⼭⼝労働局

五 国⼟交通省 中国地⽅整備局 五 国⼟交通省 中国地⽅整備局
六 ⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県及び⼭⼝県 六 ⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県及び⼭⼝県
七 ⽇本年⾦機構 中国地域部 七 ⽇本年⾦機構 中国地域部
⼋ その他中国地⽅協議会が必要と認める者 ⼋ その他中国地⽅協議会が必要と認める者

２ 新たに構成員となろうとする者は、次条に規定する会⻑の承認を得て構成員と ２ 新たに構成員となろうとする者は、次条に規定する会⻑の承認を得て構成員と
なる。 なる。

（会⻑） （会⻑）
第５条 中国地⽅協議会に会⻑及び副会⻑若⼲名を置く。 第５条 中国地⽅協議会に会⻑及び副会⻑若⼲名を置く。
２ 会⻑は、中国地⽅整備局建政部⻑をもってあてる。 ２ 会⻑は、中国地⽅整備局建政部⻑をもってあてる。
３ 会⻑は、中国地⽅協議会を代表し、運営を統括する。 ３ 会⻑は、中国地⽅協議会を代表し、運営を統括する。
４ 会⻑は、副会⻑を指名し、副会⻑のうち１名を会⻑代⾏に指名することができ ４ 会⻑は、副会⻑を指名し、副会⻑のうち１名を会⻑代⾏に指名することができ
る。 る。

（副会⻑） （副会⻑）
第６条 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるときは、その職務を代⾏す 第６条 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるときは、その職務を代⾏す
る。 る。

２ 副会⻑の任期は３年とする。ただし、再任は妨げない。 ２ 副会⻑の任期は３年とする。ただし、再任は妨げない。

（中国地⽅協議会の招集） （中国地⽅協議会の招集）
第７条 中国地⽅協議会の招集は、会⻑が⾏う。 第７条 中国地⽅協議会の招集は、会⻑が⾏う。
２ 中国地⽅協議会は、年１回以上開催する。 ２ 中国地⽅協議会は、年１回以上開催する。

（ワーキンググループ） （ワーキンググループ）
第８条 中国地⽅協議会の円滑な運営に資するため、中国地⽅協議会にワーキ 第８条 中国地⽅協議会の円滑な運営に資するため、中国地⽅協議会にワーキ
ンググループを置くことができる。 ンググループを置くことができる。

２ ワーキンググループは、第４条第１項に掲げる構成員のうち、会⻑が指定した ２ ワーキンググループは、第４条第１項に掲げる構成員のうち、会⻑が指定した
者により組織する。 者により組織する。

３ ワーキンググループは、必要があると認めるときは、前項に掲げた者以外の者の ３ ワーキンググループは、必要があると認めるときは、前項に掲げた者以外の者の
出席を求めることができる。 出席を求めることができる。

４ ワーキンググループの組織並びに必要な事項は、ワーキンググループにおいて定 ４ ワーキンググループの組織並びに必要な事項は、ワーキンググループにおいて定
める。 める。

(事務局) (事務局)
第９条 中国地⽅協議会の事務は、中国地⽅整備局建政部計画・建設産業課 第９条 中国地⽅協議会の事務は、中国地⽅整備局建政部計画・建設産業課
が⾏う。 が⾏う。

（雑則） （雑則）
第１０条 本規約に定めるもののほか、中国地⽅協議会の運営に必要な事項 第１０条 本規約に定めるもののほか、中国地⽅協議会の運営に必要な事項
は、事務局が中国地⽅協議会に諮って定める。 は、事務局が中国地⽅協議会に諮って定める。

２ 中国地⽅協議会開催に係る諸謝⾦等の⽀払いについては、⾏わない。 ２ 中国地⽅協議会開催に係る諸謝⾦等の⽀払いについては、⾏わない。

附 則 附 則
この規約は、平成２４年８⽉３０⽇より施⾏する。 この規約は、平成２４年８⽉３０⽇より施⾏する。
この規約は、平成３０年２⽉２６⽇より施⾏する。 この規約は、平成３０年２⽉２６⽇より施⾏する。
この規約は、平成 年 ⽉ ⽇より施⾏する。
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建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会規約 

 

 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会（以下「協議会」と

いう。）という。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、行政、建設企業その他建設業に関わる者が一体となって建設業に

おける社会保険加入対策及び処遇改善の取組を進める上での課題、取組方針等を協

議するとともに、関係者の取組状況の定期的な情報共有を図ることにより、建設業

における社会保険加入対策及び処遇改善の取組を総合的かつ継続的に推進するこ

とを目的とする。 

 

（活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 一 社会保険加入対策及び処遇改善の取組を進める上での課題に関する意見の交

換 

 二 社会保険加入対策及び処遇改善に関する取組方針についての協議・確認 

 三 社会保険加入の徹底及び処遇改善の推進に向けた周知及び啓発 

 四 関係者の取組状況の情報共有及び意見の交換 

 五 その他協議会の目的を達成するために必要な活動 

 

（構成員） 

第４条 協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。 

 一 学識経験者 

 二 建設業者団体 

 三 建設工事の発注者で構成する団体 

 四 建設業に関係する団体（第二号及び第三号に掲げるものを除く） 

 五 厚生労働省 

 六 国土交通省 

 七 日本年金機構 

 八 その他協議会が必要と認める者 

２ 前項第二号に掲げる構成員は、社会保険加入促進計画を作成し、協議会に提出す

る。 

３ 新たに構成員となろうとする者は、次条に規定する会長の承認を得て構成員とな

る。 

資料２
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（会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長５人以内を置く。 

２ 会長は、学識経験者の中から互選によって選出する。 

３ 会長は、協議会を代表し、運営を統括する。 

４ 会長は、副会長を指名し、副会長のうち１名を会長代行に指名することができる。 

５ 会長の任期は３年とする。ただし、再任は妨げない。 

（副会長） 

第６条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

２ 副会長の任期は３年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（協議会の招集） 

第７条 協議会の招集は、会長が行う。 

２ 協議会は、年１回以上開催する。 

 

（ワーキンググループ） 

第８条 協議会の円滑な運営に資するため、協議会にワーキンググループを置く。 

２ ワーキンググループは、第４条第１項に掲げる構成員のうち、会長が指定した者

により組織する。 

３ ワーキンググループは、必要があると認めるときは、前項に掲げた者以外の者の

出席を求めることができる。 

４ ワーキンググループに関して必要な事項は、ワーキンググループにおいて定める。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務は、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課が行う。 

 

（雑則） 

第１０条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

２ 本協議会開催に係る諸謝金等の支払いについては、第４条第１項第１号に掲げる

者を除き行わない。 

 

 

 

 附 則 

この規約は、平成２４年５月２９日より施行する。（平成２９年５月８日一部改訂、

平成３０年６月２１日一部改訂） 
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建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会規約 

 

 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会（以下「協議会」と

いう。）という。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、行政、建設企業その他建設業に関わる者が一体となって建設業に

おける社会保険加入対策及び処遇改善の取組を進める上での課題、取組方針等を協

議するとともに、関係者の取組状況の定期的な情報共有を図ることにより、建設業

における社会保険加入対策及び処遇改善の取組を総合的かつ継続的に推進するこ

とを目的とする。 

 

（活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 一 社会保険加入対策及び処遇改善の取組を進める上での課題に関する意見の交

換 

 二 社会保険加入対策及び処遇改善に関する取組方針についての協議・確認 

 三 社会保険加入の徹底及び処遇改善の推進に向けた周知及び啓発 

 四 関係者の取組状況の情報共有及び意見の交換 

 五 その他協議会の目的を達成するために必要な活動 

 

（構成員） 

第４条 協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。 

 一 学識経験者 

 二 建設業者団体 

 三 建設工事の発注者で構成する団体 

 四 建設業に関係する団体（第二号及び第三号に掲げるものを除く） 

 五 厚生労働省 

 六 国土交通省 

 七 日本年金機構 

 八 その他協議会が必要と認める者 

２ 前項第二号に掲げる構成員は、社会保険加入促進計画を作成し、協議会に提出す

る。 

３ 新たに構成員となろうとする者は、次条に規定する会長の承認を得て構成員とな

る。 
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（会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長５人以内を置く。 

２ 会長は、学識経験者の中から互選によって選出する。 

３ 会長は、協議会を代表し、運営を統括する。 

４ 会長は、副会長を指名し、副会長のうち１名を会長代行に指名することができる。 

５ 会長の任期は３年とする。ただし、再任は妨げない。 

（副会長） 

第６条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

２ 副会長の任期は３年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（協議会の招集） 

第７条 協議会の招集は、会長が行う。 

２ 協議会は、年１回以上開催する。 

 

（ワーキンググループ） 

第８条 協議会の円滑な運営に資するため、協議会にワーキンググループを置く。 

２ ワーキンググループは、第４条第１項に掲げる構成員のうち、会長が指定した者

により組織する。 

３ ワーキンググループは、必要があると認めるときは、前項に掲げた者以外の者の

出席を求めることができる。 

４ ワーキンググループに関して必要な事項は、ワーキンググループにおいて定める。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務は、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課が行う。 

 

（雑則） 

第１０条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

２ 本協議会開催に係る諸謝金等の支払いについては、第４条第１項第１号に掲げる

者を除き行わない。 

 

 

 

 附 則 

この規約は、平成２４年５月２９日より施行する。（平成２９年５月８日一部改訂、

平成３０年６月２１日一部改訂） 
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日日時 年11月3日（祝日） 13時～16時

会会場

定定員

mmail

建設技能
トレーニングプログラム

建設業で働く職人さんのための建トレ

造園
建築板金(内外装板金)
建築板金(ダクト板金)
冷凍空気調和機器施工
建築大工
かわらぶき
とび
左官
タイル張り
配管
型枠施工

鉄筋施工
コンクリート圧送施工
防水施工
樹脂接着剤注入施工
内装仕上げ施工(床仕上げ)
内装仕上げ施工(鋼製下地)
内装仕上げ施工(ボード仕上げ)
塗装
機械土工
圧接
エクステリア専門工

とび工
型枠大工
鉄筋工
内装工
塗装工
電気工
職長の役割（共通）

収録内容

http://kentore.jp/

見たいときにスマ
ホですぐ見える。
PCでの閲覧もで
きます。

22職種の基礎教材
と主要6職種の職
長教材を収録。

いつでもどこでも
誰でも、無料でご利
用いただけます。

基礎編 職長編

指導者編

指導者として適切な指導方法

－69－
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http://kentore.jp/

建設技能トレーニングプログラム「建トレ」
建トレ

文字だけでなく、動画で詳しく解説

建設技能トレーニングプログラム「建トレ」は、建設現場で働く技能者の皆さんに、効率よく技能を学んでいた
だくための研修プログラムです。
スマホ、タブレット、パソコンから、インターネットで簡単に閲覧できますので、建設現場での個人学習や企業
での講習会など、建設業の人材育成にご活用ください。

※「建トレ」は、富士教育訓練センターが国土交通省の委託事業により実施。

「建トレ」事業に関するお問い合わせ

協力：株式会社竹延、(株)ＫＭユナイテッド
動画提供：富士教育訓練センター

※

国土交通省
土地・建設産業局　建設市場整備課　
専門工事業・建設関連業振興室
(電話) ０３－５２５３－８２８２【直通】

職業訓練法人 全国建設産業教育訓練協会
富士教育訓練センター
(電話) ０５４４－５２－０９６８
担当：菅井・加賀美・名倉

日本マルチメディア・イクイップメント(株)
　
(電話) ０３－３２５９－１８４１
担当：森、永井、佐々木

アプリをダウンロードすればメモの
書き込みやしおりの挿入が可能

教材の内容に関するお問い合わせ 「建トレ」システムの操作に関するお問い合わせ

－70－
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